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平成 23 年度 氷川町職員採用試験のお知らせ
1．採用職種・採用予定人員・受験資格・職務内容
▶区分　高等学校卒業程度
▶職種　一般事務
▶採用予定人員　3名程度
▶受験資格
　昭和60年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた者
▶職務内容
　町長部局または教育委員会等に勤務し、一般事務
　に従事する。
※以上の受験資格を満たす人でも、次のいずれかに該

当する方は受験できません。
⑴日本国籍を有しない人
⑵成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）
⑶禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで
　またはその執行を受けることがなくなるまでの者
⑷氷川町職員としての懲戒免職の処分を受け、当該
　処分の日から2年を経過しない者
⑸日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法
　またはその下に成立した政府を暴力で破壊するこ
　とを主張する政党その他の団体を結成し、または
　これに加入した者
2．受験手続
▶受付期間　7月25日㈪～8月12日㈮（土、日を除く）
　　　　　　8時30分～17時15分
　　　　   （郵送の場合は、8月12日㈮の消印有効）

3．試験日時・会場
▶第1次試験
　　日　　時：9月18日㈰　8時30分
　　試験会場：氷川町文化センター（氷川町島地642番地）
▶第2次試験
　　日　　時：11月上旬予定
　　試験会場：別途第1次試験合格者に通知します。
4．申込方法
　　職員採用試験申込書に必要事項を記入して、写真

貼付欄に写真を貼り、氷川町役場 総務財政課 行政
係に提出してください。なお、郵送する場合は、受
験票返送のための返信用封筒（長3型、郵便番号・
宛先を明記、80円切手貼付）を同封のうえ、封筒の
表に「氷川町職員採用試験申込」と朱書きした封筒
に入れ、必ず簡易書留郵便にて送付してください。

5．申込用紙の請求について
　　申込用紙は、氷川町役場 総務財政課にて7月4

日㈪から配布します。
　　郵便により請求する場合は、封筒の表に「氷川町職

員採用試験申込請求」と朱書きし、140円切手を貼っ
た宛先明記の返信用封筒（角2）を同封のうえ、氷川
町役場 総務財政課 行政係に請求してください。

6．郵送請求および試験についてのお問い合わせ先
　〒869－4814　熊本県八代郡氷川町島地642番地
　氷川町役場 総務財政課 行政係　☎52－7111

八代生活環境事務組合職員採用試験
　八代生活環境事務組合では、以下の要領で職員
採用試験を行います。
▶職　種　一般事務
▶採用予定数　3名程度
▶受験資格
　昭和60年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた者
▶受付期間
　7月25日㈪～8月12日㈮（土、日を除く）
　8時30分～17時15分
（郵送の場合は、8月12日㈮の消印有効）
▶申込用紙
　　申込用紙は、八代生活環境事務組合 総務課に

用意しています。郵便による請求の場合は、封筒
の表に「八代生活環境事務組合職員採用試験申
込書請求」と朱書きし、140円切手を貼った宛名
明記の返信用封筒（角2サイズ）を同封の上、下
記へ請求してください。

▶試験日時・会場
　第１次試験
　　日　　時：9月18日㈰　8時30分
　　試験会場：氷川町文化センター（氷川町島地642番地）
　第２次試験
　　日　　時：10月下旬
　　試験会場：別途第1次試験合格者に通知します。
▶試験の内容　高等学校卒業程度
▶お問い合わせ・申込書請求先
　〒869－4602　八代郡氷川町宮原679番地4
　八代郡生活環境事務組合 総務課 ☎62－2049

氷川土地改良区職員採用試験
　氷川土地改良区では、以下の要領で職員採用試験
を行います。
▶職　種　一般事務
▶採用予定数　1名
▶受験資格
　昭和60年4月2日から平成6年4月1日まで生まれた者
▶受付期間
　8月8日㈪～8月26日㈮（土、日を除く）
▶試験日時・会場
　第１次試験
　　日　　時：10月16日㈰　8時30分
　　試験会場：氷川町文化センター（氷川町島地642番地）
　第2次試験
　　日　　時：11月下旬予定
　　試験会場：別途第1次試験合格者に通知します。
▶申込先
　氷川土地改良区
　〒869－4814 八代郡氷川町島地651番地
▶申込方法
　　氷川土地改良区発行の申込用紙に必要事項を

記入して、写真貼付欄に写真を貼り、上記申込先ま
で提出してください。

　　なお、郵送する場合は、宛先、郵便番号を明記
し、表に「氷川土地改良区採用試験申込」と朱書
した封筒に入れて、必ず簡易書留郵便にて送付し
てください。

▶お問い合わせ先
　　氷川土地改良区　☎52－2452

「地域の元気づくり・活性化事業　「氷川町とくとく券」を発売します」

　氷川町では、お買い物やお食事など地元のお店のご
利用を呼びかけており、氷川町商工会と連携し、氷川町
民の方々の生活利便性と商工業の振興を図り、消費の
拡大と町民の元気づくりを目的として、今年も、お得な
商品券をお中元用としまして、1,000万円分販売するこ
とになりました。
　この商品券は、「氷川町とくとく券」として、「額面500
円」の商品券を11枚、5,000円で購入することができま
す。
　この機会にぜひお買い求めいただき、夏休みのお食
事、2学期用品、車検、日用品などのお支払いに商品券を
ご利用ください。

特　　典：5,000円で、5,500円分の商品券が購入できます。　「500円券」×11枚
販売期間：7月1日（金）～29日（金）　※売り切れ次第終了（土・日・祝日を除きます）
販売場所：氷川町商工会（旧宮原町商工会・旧竜北町商工会）
購入限度：1,000万円分の販売となりますので、1世帯50,000円までとさせていただきま
　　　　　す。（免許証等で世帯確認を行う場合があります）
使用期間：平成23年10月末日まで
使用方法・額面
　500円の商品券となります。換金及び物品購入や飲食等で商品券を使用されたときは、釣
　り銭の支払い等できません。

  お問い合わせ先・販売場所
　氷川町商工会本所（宮原栄久100）　☎62－2021
　氷川町商工会支所（島地639）　　　☎52－7656

「販売戦略助成金事業を開始します」
　7月1日から商工業等の販売戦略を図るために開催する研修会の講師等の費用に対して助成をする制度で、
商工業者などの活性化および販売戦略につながる活動を行う団体に対して助成します。
　1事業につき50,000円を助成上限（予算の範囲内）
　助成の対象経費は、講師や外部専門家に対する謝金や講師などの旅費、調査･研修のための旅費・会場使用
料などです。
　応募条件や対象経費、申請、実績報告の必要がありますので、詳しくは、氷川町商工観光振興協議会事務局
（商工観光課☎62－2315）までお尋ね下さい。
　募集の締め切りは、7月末日までです。

お問い合わせ先：宮原振興局 商工観光課　☎62－2315


